
2015年（平成27年）3月

【港湾物流編】

パンフレット

衣浦港BCP（事業継続計画）



「衣浦港BCP」は、「衣浦港・三河港港湾BCP検討会議」お
よび「衣浦港港湾BCP作業部会」において策定したもので
ある。

今後は、「衣浦港BCP協議会」において、BCPの推進・見
直しを行っていく。



衣浦港BCP（事業継続計画）
～災害に強い港を目指して～

東日本大震災の教訓を踏まえ、大規模災害時における港湾物流の「機能

継続」と「早期復旧」のため、港湾関係者が協働して 「衣浦港BCP」 
を策定しました。

＊ 2013～2014年度 「衣浦港・三河港港湾BCP検討会議（衣浦港港湾BCP作業部会）」において策定
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港湾BCPの概念

○ 災害（地震・津波、高潮）に強い港湾を構築する。

○ 関係機関のBCPに反映できるものを目指す。

○ 堤外地からの確実な避難を図るための避難対策を検討する。

大規模災害発生直後でも一定の港湾機能を維持するとともに、
港湾全体の物流機能の早期回復を図る。

衣浦港BCP 基本方針

・東日本大震災では、港湾機能の停止に
より、地域及び我が国全体の産業活動や
経済活動に多大な影響を及ぼした。

・港湾BCPを進めるためには、大規模災

害時の港湾労働者の安全確保が重要で
ある。

衣浦港BCPの策定

港湾物流は、多様な関係者の協働により機能して
いるため、関係機関が連携して港湾ＢＣＰを策定

復旧目標の設定

ボトルネックの抽出と解決策

「事前対策」「発災後の行動計画」
の検討、役割分担

三河港ＢＣＰ

入港 着岸 荷役 保管・仕分・通関 陸送

港湾管理者 綱取放業者水先案内人

海上保安署

曳船業者 海貨業者 陸運業者

運航支援業者

道路

港運業者

入港手続き

ＣＩＱ(税関等)

ﾊﾟｲﾛｯﾄ 陸送ﾀｸﾞ 綱取 揚荷役 搬出 保管･仕分 通関

航行安全

航路
岸壁 ヤ ー ド

入港手続き

船舶代理店

【港湾物流の流れと関係者】

水先人会

ヤード

衣浦港ＢＣＰ
（事業継続計画）

港湾管理者
（愛知県） 道路管理者

中部地方

整備局

海上保安署

CIQ
（税関等）

建設業者

陸運業者

海貨業者 綱取放業者

曳船業者

水先人会

運航支援業者

港運業社
CT会社
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目標復旧期間 発災後2ヶ月以内

目標物流回復率 80％以上
※被災規模により異なる

※1 荷主のニーズ、復旧資機材の調達性などを勘案して、復旧目標の短縮を目指す。
※2 施設の耐震化や利用水準の高度化により、物流回復率100％を目指す。

発災時における貨物集約案

復旧目標の設定

(1)通常時（災害前） (2)被災後（2週間）

・利用可能な施設で一部の貨
物の荷役を再開

(3)被災後（2ヶ月）

・施設の回復により、バース
調整の下で自港で目標貨
物量の荷役を再開

(3)被災後（2年）

・引き続き施設の復旧を行い、
通常時の利用状況に戻す。

(1)通常時（災害前） (2)被災後（2週間）

・利用可能な施設で一部の貨
物の荷役を再開

(3)被災後（2ヶ月）

・施設の回復により、バース
調整の下で自港で目標貨
物量の荷役を再開

(3)被災後（2年）

・引き続き施設の復旧を行い、
通常時の利用状況に戻す。

（2）被災後

・利用可能な施設で一部
の貨物の荷役を再開

(1)通常時

（2）被災後(概ね2年)

・引き続き施設の復旧を
行い、通常時の利用状
況に戻す

(3)被災後(概ね2ヶ月)

・施設の回復によりバース
調整の下で自港で目標貨
物量の荷役を再開

亀崎ふ頭

中央西ふ頭

中央東ふ頭

武豊北ふ頭

＊ 耐震強化岸壁については、発災か
ら約1ヶ月間は、緊急物資を優先的に
扱うものとする。

＜物流機能回復までの流れ＞

発災から１ヶ月間は、耐震強
化岸壁において緊急物資輸送
を優先的に扱う。
一般貨物については、被害が
小さい岸壁を速やかに応急復
旧し、使用可能な岸壁での貨物
集約を行うことにより、物流機能
の早期回復を目指す。
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【道路の復旧優先順位】
「優先応急復旧岸壁」と「くしの歯
ルート」を接続する道路を最優先に
啓開・復旧

亀崎地区・中央ふ頭西地区

国道247号 [くしの歯ﾙｰﾄ]

被災地アクセスルートを選択し
集中的に道路啓開

くしの歯ルート

応急復旧により

使用可能な岸壁

優先啓開する道路

公共耐震強化岸壁

亀崎1号岸壁（-10m）

発災直後から、木材チップ、
砂利・砂、金属くず、動植物
性製造飼肥料等を集約する

亀崎2号岸壁（-10m）

亀崎3号岸壁（-11m）

西3号岸壁（-10m）
【耐震】

発災直後から1ヶ月間は、緊急物
資等を取扱う

発災1ヶ月後からは、木材チップ、
鉄鋼、石炭、動植物性製造飼肥
料等を集約する

発災1ヶ月後からは、木材チップ、
鉄鋼、石炭、動植物性製造飼料
肥料、非金属鉱物、再利用資源
等を集約する

西5号岸壁（-12m）

亀崎ふ頭

中央ふ頭西

【岸壁の復旧優先順位】

①耐震強化岸壁
②応急復旧により使用可能な岸壁

優先復旧順位

武豊地区・中央ふ頭東地区

国道247号 [くしの歯ﾙｰﾄ]
被災地アクセスルートを選択し

集中的に道路啓開

くしの歯ルート

応急復旧により

使用可能な岸壁

優先啓開する道路

公共耐震強化岸壁

武豊北ふ頭 1号岸壁（-10m）
【耐震】

発災直後から1ヶ月間は、緊急物資等を
取扱う

発災1ヶ月後からは、非金属鉱物、砂利・
砂、金属くず等を取扱う

武豊北ふ頭 2号岸壁（-12m）

発災直後から、非金属鉱物、砂利・砂、
金属くず等を取扱う

東3号岸壁（-10m）

発災直後から、コークス、金属
くず、砂利・砂、動植物性製造
資肥料、非金属鉱物等を集約
する

発災直後から1ヶ月間は、緊急
物資等を取扱う

発災1ヶ月後からは、コークス、
金属くず、砂利・砂、動植物性
飼肥料、非金属鉱物等を集約
する

東4号岸壁（-12m）
【耐震】

国道247号 [くしの歯ﾙｰﾄ]
被害が甚大なエリアの
道路啓開から優先

中央ふ頭東

武豊北ふ頭
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ボトルネックの抽出

「事前対策」「発災後の行動計画」の検討

・「事前対策」「直前予防措置」「発災後の対応(行動)」について、関係機関の役割分担を明確化

・「事前対策」については、アクションプランを作成

・「直前予防措置」 「発災後の対応(行動)」については、タイムラインに沿った行動計画を作成

港湾施設の被害想定結果や衣浦港の特性を踏まえ、ボトルネックを抽出し、解決策を検討
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発災後の対応（行動）のタイムライン【地震津波】行動計画の例
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※ 発災後の行動をタイムラインに沿って整理

水先
人会
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衣浦港BCPの推進・見直し（PDCA）

■衣浦港BCP 【港湾物流編】

衣浦港BCP協議会※)において、BCPの内容や事前対策の実施状況等に
関する定期的な点検を行い、BCPの推進・見直しを行っていく。（PDCA）

愛知県衣浦港務所

〒475-0831 愛知県半田市十一号地1-1
電話（0569）21-2451 FAX（0569）21-2459

＜検証・課題の抽出＞
•訓練による問題点の抽出

•災害対応時の問題点の抽出

•関連計画との整合 等

＜改善(案)の作成＞
•課題への対応

•アクションプランの更新 等

＜計画の運用、訓練＞
•各機関のBCPの見直し

•訓練の実施

•事前対策の実施 等

＜計画の策定・見直し＞

＜情報の共有＞
•衣浦港BCPの見直し

•事前対策の進捗状況

•全国的な取組状況 等

PLAN DO

ACT CHECK

衣浦港
ＢＣＰ
協議会

※ 「衣浦港BCP」の推進・見直しを行ってい

くため、港湾関係機関を構成員とする「衣

浦港BCP協議会」を組織する。

また、大規模災害時には、「衣浦港災

害時対策会議」を速やかに立ち上げ、港

湾物流機能の早期回復を図る。

http://www.pref.aichi.jp/kensetsu-somu/kinuura-komu/

机上訓練の様子

8


	スライド 0
	スライド 1
	スライド 2
	スライド 3
	スライド 4
	スライド 5
	スライド 6
	スライド 7
	スライド 8
	スライド 9

